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１．事業概要

（１）

人

（２） 使　用　料　形　態　

室蘭市公設地方卸売市場事業経営戦略

団 体 名 室蘭市

事 業 名 市場事業

策 定 日

計 画 期 間 ～

事　業　形　態

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分 法適（一部適用） 事 業 開 始 年 月 日 昭和43年9月6日

職 員 数 2 市 場 種 別 区 分 地方卸売市場

前 回 の 移 転
又 は 再 整 備 年 度

－ 次 回 再 整 備 予 定 年 度 令和4年度

 ア　民間委託 　該当なし

 イ　指定管理者制度
　平成24年度より導入
　市場施設の維持・管理、市場関係者からの書類等受付、各種承
認などの手続きを指定管理者に代行させている

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 　該当なし

売 上 高 割 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

　 本市の売上高割使用料は、国が示す算定根拠（農林省食品流通局市場課「市場使用料について
（市場使用料算定式及び算定例）」／昭和48年9月）に準拠し、市場使用料によって賄うべき経費（減
価償却費、修繕費、管理事務費など。一般会計からの繰入金により賄う額を除く）と使用料収入が等
しくなるよう設定する考え方を基本としたうえで、他市場の状況や施設使用料との負担割合を勘案
し、室蘭市公設地方卸売市場業務条例及び同条例施行規則により、卸売金額の1,000分の2.5に相
当する額と設定している。

施 設 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

　 本市の施設使用料は、施設の種別ごとに市場使用料によって賄うべき経費を算出し、卸売業者が
使用する施設等については売上高割使用料を差し引いたうえで、その額を使用料徴収可能面積で
除し㎡あたり月額使用料を算定し、室蘭市公設地方卸売市場業務条例及び同条例施行規則によ
り、施設の種別ごとに使用料の額を設定している。
　 本来であれば、新市場整備後には減価償却費等が大幅に増加するため売上高割使用料と合わ
せ増額改定を検討しなければならないが、現市場敷地の運用により、卸売業者と仲卸業者が使用す
る主な施設については新市場整備後も使用料単価を据え置くことを前提に事業を進めてきているこ
とから、新たな用途種別の施設や新設する機械装置類、冷凍冷蔵庫棟など一部を除き、使用料単価
の改定は実施しない考えである。

使 用 料 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平成24年4月1日

広 域 化 実 施 状 況 　該当なし

民 間 活 用 の 状 況
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（３） 現在の経営状況

年度

H30

R1

R2

年度

H30

R1

R2

野菜 果実 水産物 肉類・鳥類・卵類 その他 合計

8,955 2,903 4,812 16,670

8,619 3,050 4,521 16,190

5,494 1,513 3,649 10,656

野菜 果実 水産物 肉類・鳥類・卵類 その他 合計

1,820 1,104 3,548 4 6,476

1,700 1,112 3,349 5 6,166

1,124 616 2,853 9 4,602

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H30 125.73％ 　R1 104.72％ 　R2 107.30％

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　H30 103.37％ 　R1 81.04％ 　R2 64.01％

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　H30 20.72％ 　R1 22.22％ 　R2 41.78％

有 形 固 定 資 産 原 価 償 却 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　H30 89.54％ 　R1 90.67％ 　R2 89.42％

企業債残高対料金収入比率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　H30 107.28％ 　R1 194.22％ 　R2 273.82％

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】
　 本事業は、令和2年度までは経常収支比率が100％を超えており、また経費回収率も平成30年度までは100％を超えているが、
現在進めている新市場整備並びに現市場の解体撤去、新市場整備後の減価償却費の増に伴い、令和4年度以降は経常収支比
率、経費回収率いずれも100％を下回る状況となる。
　 他会計補助金比率についても同様に、従前は20％程度と低い水準にあったが、企業債の元金償還が始まる令和5年度以降は
40％～50％を超え、一般会計繰入金への依存度が高い状況が続く見込みである。
　 他方、有形固定資産の減価償却率は令和元年度には90％を超え、施設の耐用年数を超過して使用している状況であったが、新
市場整備により令和4年度以降は減価償却率が大幅に低下し、一方で企業債残高が大幅に増加する予定である。
　 このように、新市場の整備、移転により、耐震性能が高く、高度な衛生管理が可能な施設を活用し生鮮食料品の供給を担うこと
ができるようになるという大きなメリットがある反面、今後の課題としては、健全な経営を維持するため、新市場整備に伴う企業債の
償還や減価償却費の増加といった負担増を見込みながら、人口減少や取扱高の変動にも対処していく必要がある。

（参考）
経常収支比率　　　 　　　　　 　・・・ 経常費用を経常収益によりどの程度賄えているかを示す数値。
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  　100％以上が望ましいとされている。
経費回収率　　　　　 　　　　　   ・・・ 経営状況の健全性を示す数値。100％がよいとされている。
他会計補助金比率　　 　　　 　・・・ 他会計からの繰入金への依存度を示す数値。低い方が望ましいとされている。
有形固定資産減価償却率 　  ・・・ 資産の老朽化の程度を示す数値。高いほど老朽化が進んでいると考えられる。
企業債残高対料金収入比率 ・・・ 料金収入に対する企業債残高の割合を示す数値。低いほどよいとされている。

年間取扱高
（t）

※過去３年度
分を記載

年間税込
売上高

（百万円）
※過去３年度

分を記載
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２．将来の事業環境

（１） 取扱高（ｔ）の見通し

　 取扱数量は、周辺市町の人口減や流通形態の変化、200海里水域制限の設定などによる漁獲量の減少に伴い、昭和55年度の
24,422トンをピークに減少が続き、令和2年度の取扱数量はピーク時から約85％減となる3,649トンとなった。
　 他方、令和元年度、令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響が取扱数量の大幅な減少を招いたこと、また、直近
5か年はホタテ貝のへい死や秋サケの記録的な不漁など特殊要因による漁獲量の減少が重なっていたことから、コロナ禍の収束に
よる交流人口の増加や漁獲量の回復に伴い、将来の取扱数量は4,000～5,000トン前後を維持しながら推移するものと見込んでい
る。
　 なお、取扱数量の見通しは、近年は特に、コロナ禍や漁獲量の動向など外的要因により大きく増減していることから、本経営計画
では短期見通しとして10年先までを見通し、計画策定後5年毎に更新することとする。
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（２） 使用料収入の見通し

　 当市場の使用料収入は、「売上高割使用料」及び「施設使用料」で構成されている。
 　売上高割使用料は取扱高（金額）により変動し、取扱高（金額）は、取扱数量はもちろん、その時々の需要と供給のバランスによ
る卸値の動きに大きく左右されることから、前頁（１）取扱高（t）の見通しのとおり見込んだ取扱数量に直近5か年（平成29年～令和3
年）の各種目の平均t単価を乗じ算出し、下図「使用料収入の見通し」のとおり見込む。
 　なお、取扱高（金額）の見通しは、取扱高（t）の見通し同様、近年は特に、コロナ禍や漁獲量の動向など外的要因により大きく増
減していることから、本経営計画では短期見通しとして10年先までを見通し、計画策定後5年毎に更新することとする。
 　施設使用料は、令和4年度の新市場移転に伴い施設そのものが大きく変わるため、施設の種別や面積、冷凍冷蔵庫棟の使用料
などが現市場から変更となる。他方、移転に伴い大きな負担増が発生しないよう、卸売業者、仲卸業者が使用する施設の㎡単価は
現市場の価格を維持する計画である。
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（３）

（４）

３．経営の基本方針

施設の見通し

組織の見通し

　 当市場は、地域住民の日常生活に欠かすことのできない生鮮水産物とその加工品等を卸売りする公共施設であり、西胆振地域
の流通拠点として、近郊で水揚げされる高鮮度な水産物を集荷し地域漁業を支えるとともに、地域住民等に安全・安心な水産物を
供給する役割を担っている。
　 今後、周辺人口はさらに減少し、人口減に伴い当市場の取扱量も減少するおそれがあるが、取扱量に見合った運営や、商品の
付加価値向上を図り、引き続き西胆振地域の流通拠点としての機能を十分に発揮できるよう、生産者・卸売業者・仲卸業者・売買
参加者や買出人、関連事業者、開設者（室蘭市）それぞれが、お互いの立場を尊重しながら協力・連携していく必要がある。
　 また、当市場事業が直接的に作用することは困難ではあるが、定住人口の増、西胆振圏域における交流人口の増、水産資源の
維持に向けた取り組みが必要である。

　 現市場は昭和43年に開設され、施設は建設より半世紀以上が経過しており、耐久性の高い鉄骨コンクリート造とはいえ耐用年数
を大きく超過している。また、平成24年に実施した耐震診断において、現市場施設には耐震能力が不足していることが判明した。
　 数年に及ぶ協議の結果、令和元年8月に開催された室蘭市公設地方卸売市場運営協議会において、水産物部のみの新市場と
して施設を移転建替することに決定した。新市場は令和3年6月に着工しており、令和4年7月に竣工、同年8月中に移転を完了し、
同年9月には全面的に供用開始とする計画である。

　 平成24年度より指定管理制度を導入しているため、平成25年度から令和元年度までの市場事業会計に係る職員数は1名であっ
た（一般会計より人件費を支出している課長職を除く）。
　 令和2年度からは新市場への移転立替に伴い2名体制としており、今後も2名以下の職員数により本事業を運営する計画である。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標
　 現在進行中の室蘭市公設地方卸売市場水産市場整備（現市場の解体撤去を含む）を計画どおり
遂行する

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標
　 現市場敷地を運用することで、基準内繰入（現市場の解体費を除く）を維持しながら資金不足を極
力回避し、健全経営を図る

　 現在、室蘭市東町に新市場を建設中である。
　 新市場の建設に当たっては、衛生管理に配慮した設計を軸に、卸売場の面積は維持しつつも、事業者数が減少していることから
仲卸売場の面積をダウンサイジングするなど、合理化を図った。

　・令和2年度 決　  算：水産市場整備　　　51,480千円
　・令和3年度 予　  算：水産市場整備　3,808,520千円
　・令和4年度 予算案：水産市場整備　2,144,000千円

　 総事業費　6,004,000千円　（財源内訳：企業債 5,604,000千円、国庫補助金 400,000千円）

　 新市場の建設費は、総額60億400万円のうち56億390万円を企業債により、4億円を国庫補助金により賄う。企業債の償還に当
たっては、現市場敷地（北海道室蘭市日の出町2丁目3番1号）7.4haを運用し、年間8千万円超の収入を確保することで、卸売業者、
仲卸業者が使用する施設の㎡単価は現市場の価格を維持し、かつ繰入金の額は総務省の基準内を基本（現市場の解体費を除く）
としながら、償還が完了する令和35年度まで資金不足が生じないよう計画した。
　 一方、新市場を整備することで多額の減価償却費の計上が必要となることから、収支が均衡するのは償還完了の翌年度、令和
36年度からとなる見通しであり、資金剰余金は相当額が積み上がるものの、多額の累積欠損金が計上される見込みである。

　 投資以外の経費のうち、委託料の主な内訳である指定管理費用は市場の開場時間見直しなどにより経費節減を図り、維持管理
費についても、新市場への移行に伴い減額を見込んでいる。また、職員給与費については、当面の間は職員数2名を想定するが、
令和8年度以降は1名への減を見込んでいる。
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（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

民 間 活 用 　 指定管理制度を導入済みであり、当面は現状の体制維持を想定している。

投 資 の 平 準 化 　 －

広 域 化 　 －

そ の 他 の 取 組 　 －

使 用 料
　 現市場敷地の運用益により資金不足を極力発生させずに収支計画を立てられていることや、卸売
市場を取り巻く環境の変化、卸売業者をはじめ市場関係者の経営状況を考慮し、新たな設備投資や
大きな事故等がない限りは、将来にわたり使用料の増額改定は行わない考えである。

企 業 債 　 －

繰 入 金 　 －

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組 　 －

そ の 他 の 取 組 　 －

委 託 料 　 －

管 理 運 営 費 　 －

職 員 給 与 費  　－

そ の 他 の 取 組  　－
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５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

事 業 の 意 義 、 提 供 す る
サービス自体の必要性

　本事業（室蘭市公設地方卸売市場）は、水産物の価格形成や品質に対する市場関係者、市民から
の信頼性が高く、西胆振地域の流通拠点として、近郊で水揚げされる高鮮度な水産物を集荷し地域
漁業を支えるとともに、地域住民等に安全・安心な水産物を供給する役割を担っていることから、必
要性は高い。

公営企業として実施する
必 要 性

　地域住民の生活に重要な食品の流通拠点であること、生産者、市場関係者、物流関係者など市場
を取り巻く関係者は多様であり地域経済へ及ぼす影響が大きいことなどから、引き続き行政が公営
企業として実施する必要性は高い。

経営 戦略 の事 後検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　各年度の決算確定後に収支計画との乖離や内容の整合を確認しつつ、5年ごとに総合的な検証を
行い、必要に応じ内容の見直しを行う。

- 8 -



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 97,660 103,840 104,950 95,195 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626
(1) 74,708 79,431 76,054 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994
(2) (B)
(3) 22,952 24,409 28,896 32,201 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632

２． 66,040 50,675 171,331 88,105 87,732 87,474 84,548 84,326 84,115 83,905 83,694 83,483 83,273
(1) 63,741 48,453 134,759 67,541 67,168 66,910 63,984 63,762 63,551 63,341 63,130 62,919 62,709

63,741 48,453 134,759 67,541 67,168 66,910 63,984 63,762 63,551 63,341 63,130 62,919 62,709

(2) 1,876 1,876 36,242 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140
(3) 423 346 330 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424

(C) 163,700 154,515 276,281 183,300 266,358 266,100 263,174 262,952 262,741 262,531 262,320 262,109 261,899
１． 143,937 118,539 797,574 368,315 368,315 368,315 359,315 359,315 359,315 359,315 359,315 359,315 359,315
(1) 12,731 15,708 18,801 18,000 18,000 18,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

5,633 6,809 7,954 8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

7,098 8,899 10,847 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(2) 114,277 88,291 633,298 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486

18,454 18,672 24,974 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

95,823 69,619 606,324 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619
(3) 16,929 14,540 145,475 268,829 268,829 268,829 268,829 268,829 268,829 268,829 268,829 268,829 268,829

２． 8,622 12,516 17,625 20,351 19,381 18,679 18,040 17,409 16,802 16,194 15,585 14,977 14,369
(1) 2,487 4,719 13,306 14,974 13,993 13,282 12,634 11,994 11,378 10,761 10,144 9,527 8,910

(2) 6,135 7,797 4,319 5,377 5,388 5,397 5,406 5,415 5,424 5,433 5,441 5,450 5,459
(D) 152,559 131,055 815,199 388,666 387,696 386,994 377,355 376,724 376,117 375,509 374,900 374,292 373,684
(E) 11,141 23,460 △ 538,918 △ 205,366 △ 121,338 △ 120,894 △ 114,181 △ 113,772 △ 113,376 △ 112,978 △ 112,580 △ 112,183 △ 111,785
(F)
(G) 103,472 6,001
(H) △ 103,472 △ 6,001

11,141 △ 80,012 △ 544,919 △ 205,366 △ 121,338 △ 120,894 △ 114,181 △ 113,772 △ 113,376 △ 112,978 △ 112,580 △ 112,183 △ 111,785
(I) △ 57,543 △ 137,555 △ 682,474 △ 887,840 △ 1,009,178 △ 1,130,072 △ 1,244,253 △ 1,358,025 △ 1,471,401 △ 1,584,379 △ 1,696,959 △ 1,809,142 △ 1,920,927
(J) 226,647 838,560 680,443 650,706 597,443 546,727 522,692 510,991 499,670 488,729 478,167 467,984 409,321

164,813 797,570 400,763 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098
(K) 156,296 493,530 292,912 366,858 332,651 302,718 288,864 288,900 288,935 288,971 289,007 289,043 240,218

21,807 15,106 210,745 203,509 199,302 199,369 195,515 195,551 195,586 195,622 195,658 195,694 195,729
90,000 445,000 70,000 40,000 10,000
2,380 1,644 1,250 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 97,660 103,840 104,950 95,195 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626

(N)

(O)

(P) 97,660 103,840 104,950 95,195 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
う ち 資 本 費 平 準 化 債 分
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

本年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） △ 58.9 △ 132.5 △ 650.3 △ 932.7 △ 565.0 △ 632.6 △ 696.6 △ 760.3 △ 823.7 △ 887.0 △ 950.0 △ 1,012.8 △ 1,075.4

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916
(1) 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,994 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284
(2) (B)
(3) 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632

２． 44,452 44,242 44,030 43,819 43,608 43,397 43,186 42,975 42,763 22,412 22,200 21,989 21,777
(1) 23,888 23,678 23,466 23,255 23,044 22,833 22,622 22,411 22,199 21,988 21,776 21,565 21,353

23,888 23,678 23,466 23,255 23,044 22,833 22,622 22,411 22,199 21,988 21,776 21,565 21,353

(2) 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140
(3) 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424

(C) 223,078 222,868 222,656 222,445 222,234 222,023 221,812 221,601 220,679 200,328 200,116 199,905 199,693
１． 327,070 327,070 327,070 327,070 327,070 252,477 252,477 252,477 252,477 207,206 207,206 207,206 207,206
(1) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(2) 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486

29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619
(3) 236,584 236,584 236,584 236,584 236,584 161,991 161,991 161,991 161,991 116,720 116,720 116,720 116,720

２． 10,298 9,876 9,454 9,032 8,610 8,187 7,765 7,342 6,919 6,496 6,073 5,650 5,227
(1) 8,342 7,920 7,498 7,076 6,654 6,231 5,809 5,386 4,963 4,540 4,117 3,694 3,271

(2) 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956
(D) 337,368 336,946 336,524 336,102 335,680 260,664 260,242 259,819 259,396 213,702 213,279 212,856 212,433
(E) △ 114,290 △ 114,078 △ 113,868 △ 113,657 △ 113,446 △ 38,641 △ 38,430 △ 38,218 △ 38,717 △ 13,374 △ 13,163 △ 12,951 △ 12,740
(F)
(G)
(H)

△ 114,290 △ 114,078 △ 113,868 △ 113,657 △ 113,446 △ 38,641 △ 38,430 △ 38,218 △ 38,717 △ 13,374 △ 13,163 △ 12,951 △ 12,740
(I) △ 2,035,217 △ 2,149,295 △ 2,263,163 △ 2,376,820 △ 2,490,266 △ 2,528,907 △ 2,567,337 △ 2,605,555 △ 2,644,272 △ 2,657,646 △ 2,670,809 △ 2,683,760 △ 2,696,500
(J) 413,611 418,094 422,770 427,639 432,701 437,956 443,404 449,045 454,169 459,486 464,996 470,698 476,594

26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098
(K) 240,255 240,291 240,327 240,364 240,400 240,437 240,474 240,511 240,548 240,585 240,622 240,660 238,463

195,766 195,802 195,838 195,875 195,911 195,948 195,985 196,022 196,059 196,096 196,133 196,171 193,974

2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916

(N)

(O)

(P) 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 178,626 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
う ち 資 本 費 平 準 化 債 分
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） △ 1,139.4 △ 1,203.2 △ 1,267.0 △ 1,330.6 △ 1,394.1 △ 1,415.8 △ 1,437.3 △ 1,458.7 △ 1,486.2 △ 1,493.8 △ 1,501.2 △ 1,508.4 △ 1,515.6

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916
(1) 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284 62,284
(2) (B)
(3) 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632

２． 21,566 21,359 21,152 20,938 20,750 20,561 20,373 20,213 20,158 20,158 20,158
(1) 21,142 20,935 20,728 20,514 20,326 20,137 19,949 19,789 19,734 19,734 19,734

21,142 20,935 20,728 20,514 20,326 20,137 19,949 19,789 19,734 19,734 19,734

(2)
(3) 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424

(C) 199,482 199,275 199,068 198,854 198,666 198,477 198,289 198,129 198,074 198,074 198,074
１． 207,206 205,704 205,704 205,704 205,704 205,704 200,169 200,169 90,485 90,485 90,485
(1) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(2) 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,486 81,485 81,485 81,485

29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867 29,867
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,619 49,618 49,618 49,618
(3) 116,720 115,218 115,218 115,218 115,218 115,218 109,683 109,683

２． 4,806 4,391 3,976 3,549 3,172 2,795 2,419 2,099 1,989 1,989 1,989
(1) 2,850 2,435 2,020 1,593 1,216 839 463 143 33 33 33

(2) 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956
(D) 212,012 210,095 209,680 209,253 208,876 208,499 202,588 202,268 92,474 92,474 92,474
(E) △ 12,530 △ 10,820 △ 10,612 △ 10,399 △ 10,210 △ 10,022 △ 4,299 △ 4,139 105,600 105,600 105,600
(F)
(G)
(H)

△ 12,530 △ 10,820 △ 10,612 △ 10,399 △ 10,210 △ 10,022 △ 4,299 △ 4,139 105,600 105,600 105,600
(I) △ 2,709,030 △ 2,719,850 △ 2,730,462 △ 2,740,861 △ 2,751,071 △ 2,761,093 △ 2,765,392 △ 2,769,531 △ 2,663,931 △ 2,558,331 △ 2,452,731
(J) 483,799 491,192 498,774 508,565 522,207 536,038 550,047 620,282 725,882 831,482 937,083

26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098 26,098
(K) 238,500 238,538 234,547 227,221 227,221 227,241 115,109 44,489 44,489 44,489 44,489

194,011 194,049 190,058 182,732 182,732 182,752 70,620

2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916

(N)

(O)

(P) 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916 177,916

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
う ち 資 本 費 平 準 化 債 分
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和28年度 令和29年度 令和30年度 令和31年度 令和32年度 令和33年度 令和34年度 令和35年度 令和36年度 令和37年度 令和38年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） △ 1,522.6 △ 1,528.7 △ 1,534.7 △ 1,540.5 △ 1,546.3 △ 1,551.9 △ 1,554.3 △ 1,556.7 △ 1,497.3 △ 1,437.9 △ 1,378.6

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 51,400 3,366,000 2,144,000

２． 10,680 10,904 7,553 105,373 101,755 99,651 99,684 97,758 97,775 97,793 97,811 97,829 97,847

３．

４．

５．

６． 400,000

７． 36,000

８．

９．

(A) 62,080 3,812,904 2,151,553 105,373 101,755 99,651 99,684 97,758 97,775 97,793 97,811 97,829 97,847

(B)

(C) 62,080 3,812,904 2,151,553 105,373 101,755 99,651 99,684 97,758 97,775 97,793 97,811 97,829 97,847

１． 51,480 3,802,000 2,144,000

２． 21,360 21,807 15,106 259,605 252,369 248,162 248,229 244,375 244,411 244,446 244,482 244,518 244,554

３．

４．

５．

(D) 72,840 3,823,807 2,159,106 259,605 252,369 248,162 248,229 244,375 244,411 244,446 244,482 244,518 244,554

(E) 10,760 10,903 7,553 154,232 150,614 148,511 148,545 146,617 146,636 146,653 146,671 146,689 146,707

１． 154,232 150,614 148,511 148,545 146,617 146,636 146,653 146,671 146,689 146,707

２．

３．

４． 10,760 10,903 7,553

(F) 10,760 10,903 7,553 154,232 150,614 148,511 148,545 146,617 146,636 146,653 146,671 146,689 146,707

(G)

(H) 409,127 3,795,840 6,413,334 6,153,729 5,901,359 5,653,197 5,404,968 5,160,593 4,916,182 4,671,735 4,427,254 4,182,736 3,938,182

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

63,741 27,324 134,759 67,541 67,168 66,910 63,984 63,762 63,551 63,341 63,130 62,919 62,709

36,041 27,324 32,758 28,932 28,559 28,301 25,375 25,153 24,942 24,732 24,521 24,310 24,100

27,700 102,001 38,609 38,609 38,609 38,609 38,609 38,609 38,609 38,609 38,609 38,609

10,680 10,904 7,553 105,373 101,755 99,651 99,864 97,758 97,775 97,793 97,811 97,829 97,847

10,680 10,904 7,553 105,373 101,755 99,651 99,864 97,758 97,775 97,793 97,811 97,829 97,847

74,421 38,228 142,312 172,914 168,923 166,561 163,848 161,520 161,326 161,134 160,941 160,748 160,556

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

本年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

補

塡

財

源

本年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１．

２． 97,865 97,883 97,901 97,919 97,937 97,956 97,974 97,992 98,011 98,029 98,048 98,067 98,085

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 97,865 97,883 97,901 97,919 97,937 97,956 97,974 97,992 98,011 98,029 98,048 98,067 98,085

(B)

(C) 97,865 97,883 97,901 97,919 97,937 97,956 97,974 97,992 98,011 98,029 98,048 98,067 98,085

１．

２． 195,729 195,766 195,802 195,838 195,875 195,911 195,948 195,985 196,022 196,059 196,096 196,133 196,171

３．

４．

５．

(D) 195,729 195,766 195,802 195,838 195,875 195,911 195,948 195,985 196,022 196,059 196,096 196,133 196,171

(E) 97,864 97,883 97,901 97,919 97,938 97,955 97,974 97,993 98,011 98,030 98,048 98,066 98,086

１． 97,864 97,883 97,901 97,919 97,938 97,955 97,974 97,993 98,011 98,030 98,048 98,066 98,086

２．

３．

４．

(F) 97,864 97,883 97,901 97,919 97,938 97,955 97,974 97,993 98,011 98,030 98,048 98,066 98,086

(G)

(H) 3,742,453 3,546,687 3,350,885 3,155,047 2,959,173 2,763,261 2,567,313 2,371,329 2,175,307 1,979,248 1,783,152 1,587,019 1,390,848

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

23,888 23,678 23,466 23,255 23,044 22,833 22,622 22,411 22,199 21,988 21,776 21,565 21,353

23,888 23,678 23,466 23,255 23,044 22,833 22,622 22,411 22,199 21,988 21,776 21,565 21,353

97,865 97,883 97,901 97,919 97,937 97,956 97,974 97,992 98,011 98,029 98,048 98,067 98,085

97,865 97,883 97,901 97,919 97,937 97,956 97,974 97,992 98,011 98,029 98,048 98,067 98,085

121,753 121,561 121,367 121,174 120,981 120,789 120,596 120,403 120,210 120,017 119,824 119,632 119,438

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度

補

塡

財

源

令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１．

２． 96,987 97,006 97,025 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 96,987 97,006 97,025 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

(B)

(C) 96,987 97,006 97,025 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

１．

２． 193,974 194,011 194,049 190,058 182,732 182,732 182,752 70,620

３．

４．

５．

(D) 193,974 194,011 194,049 190,058 182,732 182,732 182,752 70,620

(E) 96,987 97,005 97,024 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

１． 96,987 97,005 97,024 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

２．

３．

４．

(F) 96,987 97,005 97,024 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

(G)

(H) 1,196,874 1,002,862 808,813 618,755 436,023 253,291 70,539

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

21,142 20,935 20,728 20,514 20,326 20,137 19,949 19,789 19,734 19,734 19,734

21,142 20,935 20,728 20,514 20,326 20,137 19,949 19,789 19,734 19,734 19,734

96,987 97,006 97,025 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

96,987 97,006 97,025 95,029 91,366 91,366 91,376 35,310

118,129 117,941 117,753 115,543 111,692 111,503 111,325 55,099 19,734 19,734 19,734

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和28年度 令和29年度 令和30年度 令和31年度 令和32年度 令和33年度 令和34年度 令和35年度 令和36年度 令和37年度 令和38年度

補

塡

財

源

令和28年度 令和29年度 令和30年度 令和31年度 令和32年度 令和33年度 令和34年度 令和35年度 令和36年度 令和37年度 令和38年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出


